
令和８年２月１３日 

 

令和８年度新入生・保護者の皆様へ 

 

秋田県立六郷高等学校長  

 

学習端末の持ち込みについて 

 

現在秋田県より貸与され、生徒が授業等で使用しているタブレット端末は、サポート期間が令和８年度で終

了することから、令和９年度からは秋田県全ての学校で、生徒が個人で端末を準備して授業で使用することと

なります。そこで本校では令和８年度４月から個人端末の持ち込み（ＢＹＯＤ）に移行する予定です。 

本校では、タブレット端末を日常の連絡や資料の配付、アイデア共有や情報検索など、学校生活全般で使

用しています。以下に記載の基本スペックさえ満たしていれば、新規に購入するものでも、既にご家庭にある

ものでも構いません。以下の説明をお読みいただき、入学時までに端末をご用意いただきますようお願いい

たします。 

 

１ 基本的な考え方 

 「個人で所有し個人の責任において、使用する端末を学校に持ち込んで活用する」ことが、学校における

基本的なBYODの考え方です。高価な精密機器であり、取り扱いには十分注意が必要ですが、あくまでも

学用品です。授業等教育活動における使用方法は指導しますが、 端末の故障や不具合、破損や紛失など

は学校では責任を負いかねますので、各自の責任において管理、対処していただきます。任意保険に加入

することも1つの選択肢として検討してください。  

 

２ 推奨機種及びスペック等  

新規に購入する場合は、各メーカーが発表している「GIGA スクール構想モデル」または、「教育モデル」

を推奨します。これらは授業で使用できる基本性能を満たしており、バッテリーの持ち時間や堅牢性・耐久

性に優れているため、毎日自宅や学校を持ち歩きながら活用するのに適しています。 

特に本校では、これまで「Chromebook」を使用してきた経緯から「Chromebook」を推奨機種といた

します。推奨スペックは秋田県教育委員会より示されておりますので、下記をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入学資料に、近隣の業者で販売される端末に関する資料を同封する予定です。ご検討ください。 

個人端末の推奨機種性能 ※これらの性能を満たしていればご家庭にある端末を持ち込んでも構いません 

□ タブレット又はノートパソコン (秋田県教育委員会よりスマートフォンは不可とされています) 

□ OSは Chrome、Windows、Android、iOS    □ CPUは intel Celeron同等以上 

□ 画面サイズは 10型程度以上        □ 無線 LANに接続可能であること 

□ カメラを内蔵又は増設していること     □ バッテリーの稼働時間が 6時間程度以上 

□ キーボードが使用できること             □ ウィルス対策が講じられていること 

□ Google Workspaceに接続するためのWebブラウザがあること 

（授業で活用するGoogleｱｶｳﾝﾄは学校から配布します） 


